
アウトソーシング（労働者派遣）に係る業務依頼内容等について 

 

時間帯 業務内容 参考 

8:30 

～ 

10:00 

①  県内外出荷計画に係るメール送受信、 

電話受理（県内外出荷計画表の受領等） 

※ 出荷調整に係る関係機関との連絡調整 

マニュアル１ P３～ 

マニュアル３ P２～ 

② 県内出荷計画表の作成 

※ ①、②の繰り返し(随時対応が必要) 
マニュアル１ P４～ 

③ 牛肉モニタリング検査結果公表 

（県内、県外と畜分） 

※ 公表に係る関係機関との連絡調整 

マニュアル１ P17～ 

マニュアル２ P１～ 

10:00 

～ 

12:00 

①  県内外出荷計画に係るメール送受信、 

電話受理（県内外出荷計画表の受領等） 

 ※ 出荷調整に係る関係機関との連絡調整 

マニュアル１ P３～ 

マニュアル３ P２～ 

② 県内出荷計画表の作成 マニュアル１ P４～ 

③ 県外出荷計画表の作成 

※ ①、②、③の繰り返し(随時対応が必要) 
マニュアル３ P１～ 

④ 牛肉モニタリング検査結果公表 

  （県内、県外と畜分） 

（検査検体数が多い場合は結果判明に時 

間を要するため、完了時間が前後する） 

 ※ 公表に係る関係機関との連絡調整 

マニュアル１ P17～ 

マニュアル２ P１～ 

13:00 

～ 

15:00 

①  県内外出荷計画に係るメール送受信、 

電話受理(県内外出荷計画表の受領等) 

※ 出荷調整に係る関係機関との連絡調整 

マニュアル１ P３～ 

マニュアル３ P２～ 

② 県外出荷計画表の作成 

※ ①、②の繰り返し（随時対応が必要） 
マニュアル３ P１～ 

15:00 

～ 

17:15 

①  県内外出荷計画に係るメール送受信、 

電話受理（県内外出荷計画表の受領等） 

※ 出荷調整に係る関係機関との連絡調整 

マニュアル１ P３～ 

マニュアル３ P２～ 

② 県外出荷計画表の作成 

※ ①、②の繰り返し（随時対応が必要） 
マニュアル３ P１～ 

②  県外出荷計画表の送付（FAX及びメール） 

 (各と畜場及び検査機関等へ送付する。) 

※ 出荷調整に係る関係機関との連絡調整 

マニュアル３ P12～ 

※時間帯については、目安であるため随時対応が必要となる。 
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県内出荷計画書作成に係る事務処理について 

 

 

１ 状況、前提 

（１）概要 

平成 23 年８月以降、㈱福島県食肉流通センター（以下、「流通センター」とい

う）に搬入された牛については、その全頭の放射性物質検査（以下、「検査」とい

う）が実施されている。 

令和２年４月以降、自主検査を実施していた 33 都道府県は一斉に検査を終了

したが、福島県は一部抽出検査（肥育牛は全戸検査（全農家年間１頭以上検査）、

老齢牛は全頭検査）体制を敷いており、全国のと畜場は福島県の検査体制に準じ、

検査の実施に協力をしてくれている。 

そんな中、流通センターは作業の煩雑化を懸念し、令和２年４月以降も搬入さ

れた全ての牛を検査する体制を継続したい意向を示しており、福島県としてもそ

の意向に沿うよう検査を実施している。 

令和４年５月に再度、流通センターと一部抽出検査体制への移行の打合せを実

施したところ、了承を得たため、令和４年６月より全国のと畜場と同様、一部抽

出検査体制となった。 

 

（２）検査の流れ 

① 流通センターへ牛が搬入、流通センター職員が検査検体を採取 

② 流通センター職員は、福島県農業総合センター（以下、「センター」という） 

へ検体を搬入し、センター職員が検査を実施する。 

③ 検査が完了したら、センター職員は環境保全農業課の担当職員にメールで検 

査結果を送付し、環境保全農業課担当職員は畜産課担当職員に結果をメール及 

び書面で提出する。 

④ 畜産課職員は、所定の流れで公表等を実施する（以下参照）。 

 

（３）流通センターへの主な出荷団体 

   主な出荷団体は以下のとおり。 

  ア 全国農業協同組合連合会福島県本部 

  イ ㈱ビーフふくしま 

ウ 矢吹サービス 

エ 全国畜産農業協同組合連合会東北支所 

オ ㈱福島県食肉流通センター 

マニュアル１ 
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（４）搬入日、と畜日、検査日、放射性物質検査実施日 

   これらは曜日ごとに決められており、パターンは以下のとおり。 
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２ 処理手続き 

（１）出荷団体からの県内出荷計画表の受領・確認 

メール及びファックス等で、各出荷団体より県内出荷計画表を受領する。 

※ メールにて受領した県内出荷計画表については、出荷団体ごとに以下のフ

ォルダへ保存する。 

フォルダ： 肉畜 → 【肉用牛出荷支援 DB】 

 → ★★★★★出荷調整★★★★★→ 県内出荷 

 → 受けた計画書 

   ※ 病畜牛（怪我等により、急いで出荷する必要がある牛）についてはほぼ全

農が取り扱っており、病畜牛の出荷にあたっては全農担当者から当課に「病

畜出荷申請書」がファックスで届くため、当該農家における立入調査実施日

及び病畜牛の移動履歴を確認し、出荷の可否を全農担当者に連絡する。 

   ※ 以下をすべて満たす場合は、と畜場への出荷が可能と判断する。なお、以

下以外の場合は担当ラインで協議の上、判断する。 

    ① 「最新立入調査日」の確認 

・ 病畜牛を飼養する農家に対し、と畜予定日の直近１年以内に立入調査

が実施されていること（確認方法については、「マニュアル３「県外出荷

計画書作成に係る事務処理について」」の P３を参照のこと）。 

    ② 病畜牛の移動履歴の確認（以下のいずれかに該当する場合） 

     ・ 病畜牛を飼養する農家で、病畜牛が６ヶ月間以上飼養されていること

（確認方法については、本マニュアル P８～９を参照のこと）。 

・ 病畜牛が、現在病畜牛を飼養する農家を含め「適切な飼養管理が確認 

されている農家（＝直近１年以内に立入調査が実施されている農家）」で 

連続して６ヶ間月以上飼養されていること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ココに保存！ 

受領した県内出荷計画表の保存場所 



 4 / 30 

 

（２）郡山出荷台帳の作成 

受けた県内出荷計画表に基づき、「郡山出荷台帳」に必要事項を転記する。 

郡山出荷台帳に農家名及び市町村名を入力すると、最終立入調査日(飼養状況確

認調査日)がと全戸調査日が郡山出荷台帳の右方に出力される。 

この最終立入調査日が、と畜日から１年以内に実施されていない場合は、立入

調査の実施を管轄農林若しくは家保に依頼する【別紙１参照】。 

なお、郡山出荷台帳の原本は以下のフォルダに保存されている。 

★フォルダ：肉畜 → 【肉用牛出荷支援 DB】 → 郡山出荷台帳 

    → 「_出荷台帳入力フォーム【県内_Ver9】」 

★データ名：(と畜年月日)＋_出荷台帳入力フォーム【県内_Ver9】 

【例】2020年４月１日と畜の場合 

→「200401_出荷台帳入力フォーム【県内_Ver9】」 

※ 郡山出荷台帳内の着色されたセルは数式が入力されているため、入力は不要。 

このセルが自動計算されない場合、生産者名や市町村名等に誤りがあるため、

再確認する。 

  ※ 病畜牛の場合は、右方「備考」欄に「病畜」と記載する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Excel郡山出荷台帳の原本 

Excel郡山出荷台帳原本の場所 
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～ 
Excel 

郡山出荷 

台帳画面 

 ここの「最新立入調査日」を確認し、一年以内に当該調査が実施されていない場

合は、管轄農林等へ依頼し、至急当該調査を実施すること。 

※ と畜場へ搬入するための要件の１つに、「直近１年以内に飼養状況確認調査が

実施され、適正な飼養管理が確認されていること」とあるため。 

Excel 

郡山出荷 

台帳画面 

農家の最終立入調査日の確認方法 
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（３）生産者の出荷履歴の確認 

出荷しようとする生産者にこれまで出荷履歴がない場合は、飼養牛の血液の放

射性物質検査が必要となり、この血液検査結果が「検出せず」の場合のみ、出荷

が可能となる（成牛セリへの上場履歴があれば、血液検査は不要となる）。 

出荷履歴の確認方法は、Accessの 「管理メニュー」→「個人データ（全戸検

査済確認書印刷(個別)）」の下部に記載のある「県内出荷データ」～「成牛セリ出

荷データ」で確認する。 

なお、血液検査に係る概要や実施手順は別に示す。 

また、（２）で前述のとおり、当該生産者に対しての最終立入調査日がと畜日か

ら１年以内に実施されていない場合は、立入調査の実施を管轄農林等に依頼する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Access画面 

ココを

確認！ 

Access画面 

ココを選択！ 

生産者の出荷履歴の確認方法 

福島太郎 

福島太郎 
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（４）郡山出荷台帳の印刷 

作成した Excel郡山出荷台帳の「印刷」タブを開き、１部印刷をする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

クリック後、

印刷！ 

Excel 

郡山出荷 

台帳画面 

Excel郡山出荷台帳の印刷方法 

福島太郎 
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（５）出荷牛の移動履歴等の確認 

郡山出荷台帳に入力した個体識別番号をコピーし、家畜改良センターホームペ 

ージでの「牛の個体識別情報検索サービス」にペースト、その牛の履歴を確認し、 

直近の移動履歴を印刷した郡山出荷台帳の右方へ転記しておく。 

※ 転記ミス等が発生しないよう、必ず郡山出荷台帳からのコピー＆ペーストに

より牛の移動履歴を確認すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コレをコピー 

改良センターHP 

ペースト 

改良センターHP 

Excel 

郡山出荷 

台帳画面 

出荷牛の移動履歴等の確認方法 

福島太郎 



 9 / 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 前飼養者から当該農家に移動して６ヶ月以内であり、かつ前飼養者が１年以

内に立入調査を受けていない場合は、前飼養者に対して立入調査を実施し、適

切な飼養管理が確認され、前飼養者と当該農家で飼養されていた期間が６ヶ月

間以上となれば、出荷が可能となる。 

  ※ 判断に迷う場合、ライン内で相談等の上で対応し、決して独断で決定しない

こと。 

 

 

 

 

 

 

この場合は、この履歴を転記する！ 

改良センターHP 
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（６）サンプリングリスト及びと畜リストの作成、印刷、ダブルチェック 

と畜当日、福島県食肉流通センターから「と畜検査申請書（病畜切迫）」がファ

ックスにて畜産課に届くため、この申請書に基づき、「サンプリングリスト」及び

「と畜リスト」を作成し、印刷をする。 

作成後、その内容について肉用牛家畜ラインでダブルチェックを実施する。 

なお、この申請書を以て、と畜される牛が決定する。 

 

ア サンプリングリストの作成 

① 以下のフォルダに保存されているサンプリングリストを作成する。なお入

力は、データ下部の「試料情報入力シート」タブにする。 

● 入力事項：市町村名、試料採取日(＝検体持ち込み日)、公表予定日、リス

ト作成年月日、リスト作成時間、持ち込み予定日(＝試料採取

日)、サンプル No.、試料番号 

● フォルダ：肉畜→【肉用牛出荷支援 DB】 

→_㈱福島県食肉流通センター送付分 

→「【_持込】共通サンプリングリスト_V1.027【畜産課_牛肉】」 

● データ名：【(検体持ち込み日)_持込】共通サンプリングリスト_V1.027【畜

産課_牛肉】 

【データ名例】検体持ち込みが４月２日である場合 

→【200402_持込】共通サンプリングリスト_V1.027【畜産課_牛肉】 

※ 木曜、金曜と畜の場合、どちらも金曜に検体が持ち込まれるため、サ

ンプリングリストのデータ名は「200402_01」、「200402_02」を頭に付け、

判別する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
サンプリングリストの原本 

サンプリングリスト原本の場所 
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ここを選択し、入力！ 

それぞれ必要事項を入力！ 

サンプリングリスト画面 

サンプリングリストの作成方法 
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② 作成したサンプリングリストは、データ下部の「オフサイト送付用共通サ

ンプリングリスト」タブより２部印刷し、肉畜ラインでダブルチェック後、

１部は環境保全農業課の担当へ提出、もう１部は畜産課で保管（放射性物質

検査結果公表の際、ダブルチェック用等で利用する）する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

作成後はここを選択し、印刷！ 

サンプリングリスト画面 

サンプリングリストの印刷方法 
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③ サンプリングリストのデータは、次項「イ」で作成すると畜リストとともに、 

流通センター担当者へメールで送付する。 

また、サンプリングリストのデータのみ、センター分析課の担当者へメール

で送付する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

流通センター担当者へ、と畜リストともに送付 

メール：yaginuma@fpmc.co.jp 

センター分析課担当者へ送付 

メール：bunseki_ka@pref.fukushima.lg.jp 

サンプリングリストの送付先 

https://dneo-ap.pref.fukushima.lg.jp/cgi-bin/dneo/zwmljs.cgi?_=1608074038601
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イ と畜リストの作成 

① 以下のフォルダに保存されていると畜リストを作成する。 

● 入力事項：事前に作成してある郡山出荷台帳の「農家 ID」～「放射性物

質モニタリング日」をコピーし、と畜リストの所定箇所にペ

ーストする。 

● フォルダ：肉畜→【肉用牛出荷支援 DB】→_㈱福島県食肉流通センター

送付分→「_と畜リスト」 

● データ名：(と畜日)_と畜リスト  

【例】と畜が４月１日である場合 →「200401_と畜リスト」  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

と畜リストの原本 

と畜原本の場所 
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Excel 

郡山出荷 

台帳画面 

Excel 

郡山出荷 

台帳画面 

～ 

と畜リスト 

この範囲にペーストする！ 

郡山出荷台帳からと畜リストへのコピペ 

ここから ここまでコピーする！ 
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② 作成したと畜リストは、前項「ア」で作成したサンプリングリストととも

に、流通センター担当者へメールで送付する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

流通センター担当者へ、サンプリングリストともに送付 

メール：yaginuma@fpmc.co.jp 

と畜リストの送付先 

https://dneo-ap.pref.fukushima.lg.jp/cgi-bin/dneo/zwmljs.cgi?_=1608074038601
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（７）県内検査結果の公表手順（県外検査結果と共に公表） 

  ア 検査結果の受領及び保存 

検査結果については、センター分析課から環境保全農業課へ届き、その後に

環境保全農業課担当者から畜産課代表メール宛てに送付される。 

その際、メールが送られた旨は環境保全農業課担当者から畜産課へ電話で連

絡が来る。 

メールで受けたデータは以下のフォルダに保存する（データ名は編集せず、

そのまま保存して OK）。 

★ フォルダ：肉畜→【肉用牛出荷支援 DB】→環境保全農業課からの結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

メール画面 

このメール件名で、環境保全農業課から検査結果メールが届くので、該当分（牛

肉）分のみダウンロードする。 

該当年度のフォルダを選択、 

該当月へ保存！ 

環境保全農業課からのメールの保存 
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イ 公表用資料の受領及び確認 

    県内と畜分の公表用資料の作成は環境保全農業課が実施する。 

アの後、環境保全農業課から公表用資料（原本）が届くため、内容を確認す

る。 

確認の結果、その結果を環境保全農業課へ電話で伝達する。 

 

なお、以下の点については誤りが多い。 

【例】水曜、木曜、金曜に県内と畜がそれぞれある場合、それぞれの公表用資

料の左上に「①４／１と畜分」「②４／２と畜分」「③４／３と畜分」と記

載されるはずのものが、記載されていない。等 

     

確認事項としては以下のとおり。 

● 記載されている検査結果が、事前に当課へ送付されている検査結果と一

致しているか。 

● 試料の市町村が、当課で作成したサンプリングリスト等と一致している

か。 

● 日付が合致しているか。                    

 等 

 

※ 放射性物質が検出された場合は、すぐにラインや上席に報告する。 

報告後、ラインの指示により、管轄農林への情報提供及び飼養状況確認

調査の実施を依頼する。 
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ウ 検査結果の郡山出荷台帳への貼り付け等 

    環境保全農業課からの検査結果のデータを開き、データ右方の「134Cs」

「137Cs」の結果箇所をコピーし、事前に作成した郡山出荷台帳の同様の場所

にペーストする。 

    郡山出荷台帳に貼り付けた検査結果の符号は「全角」となっているが、郡山

出荷台帳及び Access は「半角」で統一されているため、符号を半角へ修正す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★全角から半角への修正方法：範囲を指定→「ctrl」＋「H」で「置換」コマンドを出

す→「検索する文字列」に大文字、「置換後の文字列」

に小文字の符号を入れ、「すべて置換」をクリック。 

検査結果データ 

ココをコピー！ 

Excel 

郡山出荷 

台帳画面 

ココにペースト！ 

検査結果の Excel郡山出荷台帳へのコピペ方法 



 20 / 30 

 

エ 検査結果のと畜リストへの貼り付け 

ウにより郡山出荷台帳への検査結果の貼り付けが完了したら、検査結果箇所

をコピーし、事前に作成している「と畜リスト」の右方の「セシウム 134」及

び「セシウム 137」のセルにペーストする。 

検査結果をペーストしたと畜リストのデータ名は、後部に「（検査結果）」を

加え、名前を付けて保存するとともに、流通センター担当者へメールでデータ

を送付する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ココにペースト！ 

と畜リスト 

と畜リスト 

この名前で保存！ 

と畜リストへの検査結果のコピペ方法 
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オ 郡山出荷台帳へ「出荷 No.」及び「出荷ロット No.」の入力 

    Accessの「管理メニュー」→「県内出荷台帳の入力」を開き、最下部に入力

されている「出荷 No.」を確認、その出荷 No.の次の数字を郡山出荷台帳の同

様の箇所に入力し、以降の牛については通し番号を入力する。 

また、郡山出荷台帳の「出荷ロット No.」については、月曜～水曜と畜の場

合は「１」から、木曜と畜の場合は「1001」から、金曜日と畜の場合は「2001」

から入力し、以降の牛には通し番号を入力する（金曜日は、水曜～金曜と畜分

の検査結果を公表するため、いつのと畜分か判別するため）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Access画面 

Access画面 

最後の「出荷 No.」を確認！ 

ココを選択！ 

出荷 No.の確認方法 
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確認したアクセスの最

後の「出荷 No.」の次

の番号を記載する！ 

以降は通し番号を入力

する！ 

と畜日が木曜日の場合の出荷ロット No. 

と畜日が金曜日の場合の出荷ロット No. 

曜日別の出荷ロット No.について 

福島太郎 

Excel 

郡山出荷 

台帳画面 
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カ 郡山出荷台帳データ(検査結果込み)を Accessへ反映 

    郡山出荷台帳の「農家 ID」～「備考」までをコピーし、Accessの管理メニュ

ー→「県内出荷台帳の入力」を開き、最下部まで移動する。 

    最下部の左方にある「＊」を右クリックし、ペーストする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Excel 

郡山出荷 

台帳画面 

Excel 

郡山出荷 

台帳画面 

～ 

Access画面 

選択 

ここから ここまでコピーする！ 

出荷牛の Accessへのコピー＆ペースト 
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※ この際、エラー等でコピーができない場合、「これまでの出荷の通し番号（郡山出

荷台帳の「出荷 No.」）」等に誤りがあるおそれがあるため、再確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ココを右クリック、貼り付け！ 

Access画面 
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キ 県内出荷台帳の印刷及び確認 

    Accessの「県内出荷台帳の印刷」をクリックし、と畜日及びモニタリング日

を入力の上、「県内出荷台帳の印刷プレビュー」をクリックする。 

    表示された県内出荷台帳を印刷する（保存不要）。 

    出力された県内出荷台帳は、その内容についてサンプリングリストや、と畜

検査申請書（病畜切迫）等と照合し、記載内容（特に市町村！）に誤りが無い

か確認する。 

    確認完了後、市町村数を記載しておく（○市▲町□村、計◎市町村）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Access画面 

選択 

必要事項を入力！ 

必要事項を入力後、

クリック！ 

県内出荷台帳の印刷方法 
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県内出荷台帳(印刷用) 

これまでに作成したサンプリングリストや、と畜検査申

請書、検査結果等と照合し、合致しているかを確認する！ 

照合完了後、市、町、村ごとの数をカウントし、印刷した県内出荷台

帳の下部の空きスペースに記載しておく！（○市▲町□村、計◎市町村） 

↓ 

～公表する際、対象となる市町村数を明記することとなるため！～ 

福島太郎 
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ク プレスリリース表紙の作成 

これら牛肉の検査結果をプレスリリースする際の表紙は、以下のフォルダに

保存しているため、「プレスリリース年月日」「試料採取年月日」「県内と畜分

の検査点数」「県内と畜分の市町村数」「県外と畜分の年月日」「県外と畜分の

検査点数」を適宜修正し、１部印刷する。 

★フォルダ：肉畜→【肉用牛出荷支援 DB】→★★★★★出荷調整★★★★★ 

→県外出荷（各年度）→■結果公表→00プレス（各年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

該当年度の 

フォルダを選択！ 

これまで作成してきたものをコピーし、適宜修正

して作成の上、１部印刷する！ 

プレスリリース表紙の作成方法 

公表年月日のフォルダを

作成し、そこに保存！！ 
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ケ 県内と畜分検査結果送付用のファックス表紙の作成 

県内と畜分の検査結果については、郡山市食肉衛生検査所及び流通センター

には必ず送付するものとし、その他、そのと畜日にと畜された牛を出荷した出

荷団体へも送付することとしている。 

さらに、該当する出荷団体を加え、ファックス表紙を作成する。 

★フォルダ：肉畜→【肉用牛出荷支援 DB】→★★★★★出荷調整★★★★★ 

→県外出荷（各年度）→■結果公表→00プレス（各年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

該当年度の 

フォルダを選択！ 

これまで作成してきたものをコピーし、適宜修正

して作成の上、１部印刷する！ 

ファックス送信表の作成方法 

公表年月日のフォルダを

作成し、そこに保存！！ 
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コ 公表用資料一式等のダブルチェック実施 

  公表用資料一式（プレスリリース表紙、県内検査結果表、県外検査結果表）

及びファックス送信票の準備ができたら、確認資料である「県内出荷に係る出

荷団体からの出荷計画表」、「印刷した郡山出荷台帳」、「県内出荷台帳(Accessか

ら印刷したもの)」、「と畜検査申請書（病畜切迫）」、「サンプリングリスト」、「検

査結果」を添え、肉畜ライン内でダブルチェックを実施する。 

 

 

サ 公表用資料の PDF保存、印刷 

    ダブルチェックが完了後、公表用資料一式（プレスリリース表紙、県内検査

結果表、県外検査結果表）を PDFに保存し、以下のフォルダへ保存する。 

   ★フォルダ：畜産←必要なデータを先に移動 

→モニタリング検査結果（プレスリリース資料） 

→02牛肉→当該年度→当該月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

また、保存後に両面印刷で２部印刷する。 

★内訳 

     ・環境保全農業課モニタリング担当：２部 

       （＋プレスリリース表紙のみ１枚） 

  

 

シ 各関係機関への検査結果の連絡 

  （ア）流通センターへの連絡（メール） 

     県外と畜分の結果については、メールで流通センターへ送付する。 

（イ）流通センター、郡山市食肉衛生検査所、当該出荷団体 

     県内と畜分の結果については、予め作成したファックス表紙を用いて送付

する。 

 

該当年度のフォルダを選択後、 

当該月のフォルダへ保存！！ 

公表用資料 PDFデータ保存場所 
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  ス 公表用資料の配布について 

    下記のとおり、配布する。 

・ 環境保全農業課：２部 
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県外出荷に係る放射性物質検査結果の 

公表資料作成について 
 

１ 概要 

   県外出荷、放射性物質検査（以下、「検査」という。）が実施された個体については、

検査機関より、定期的に検査結果が送付される。 

送付方法はメールもしくはファックスで当課に届き、その結果を県外出荷台帳及び

Accessに反映させるとともに、公表用の資料を作成し、県内出荷分の公表と合わせ公

表する。 

なお、公表は毎週水曜日、木曜日、金曜日に実施され、県内と畜に係る検査結果公表

がない曜日には、県外と畜に係る検査結果公表も実施しないこととなっている。 

  （各と畜場の検査を実施している検査機関は別紙１を参照） 

 

２ 処理手続き 

（１）県外検査結果の受領、保存 

メール及びファックス等で各検査機関より検査結果を受ける。 

この際、検査結果を確認し、検出されている場合は、すぐに担当ラインや上席に報

告する。 

なお、メールで受信した検査結果は以下のフォルダに保存する。 

フォルダ：肉畜→【肉用牛出荷支援 DB】→★★★★★出荷調整★★★★★ 

→県外出荷（当該年度）→■結果公表→当該検査機関フォルダ 

→「当該年月フォルダ」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当該と畜場のフォルダ内に当該

月フォルダを作成し、保存！ 

メールで受領した検査結果の保存場所 

マニュアル２ 
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（２）該当する Excel県外出荷計画表を確認 

Access の「県外出荷台帳の入力」より、当該と畜場（「と場」）及びその検査結果に

記載されていると畜日（「と畜日」）でソートをかけ、検査された個体が入力された Excel

の県外出荷台帳を開く。 

※ この際、検査結果に記された個体識別番号と、Excel の県外出荷台帳に記された

個体識別番号を照合し、間違いがないことを確認する。 

※ Excel に入力されたと畜日と、受けた検査結果に記載されたと畜日が異なる場合

があるため、家畜改良センターホームページの「牛の個体識別情報検索サービス」

にて出荷、と畜履歴を確認し、場合によってはと畜場に連絡の上、正しい処理日を

確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当該と畜場、と畜日の確認 

ココを選択！ 
これらでソートをかけ、当該

と畜場及びと畜日を絞る！ 

（▼を左クリック） 

Access画面 

ココを選択！ 
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（３）Excel県外出荷表への検査結果の転記 

Excelの県外出荷台帳の右方「検査結果記者発表」、「セシウム 134」、「セシウム 137」、

「公表値（セシウム 134+137）」に、公表年月日（＝県内検査結果が公表される日と同

日）及び検査結果を転記する。 

※ この際、記載方法はこれまでの記載方法を参考とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

と畜場からの検査結果表【例】 

この検査結果を Excel県外出

荷台帳へ転記する！ 

Excel県外出荷台帳 

ココに検査結果を転記する！ 

Excel県外出荷台帳 

検査結果の転記方法 

転記！ 
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（４）Access県外出荷台帳への検査結果の転記 

Excel県外出荷計画表に転記した「検査結果記者発表」、「セシウム 134」、「セシウム

137」、「公表値（セシウム 134+137）」のセルを選択、コピーし、Accessの県外出荷台

帳の当該場所に貼り付ける。 

この際、Accessの県外出荷台帳の当該箇所のみ選択し、右クリック「貼り付け」に

て貼り付ける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Excel県外出荷計画表 

この範囲をコピーする！ 

この範囲選択し、右ク

リックで貼り付ける！ 

Access画面 

Access県外出荷台帳への貼り付け 
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（５）公表用資料の印刷ページ 

Accessの「管理メニュー」→「公表資料（県外）」→「放射性物質検査結果（公表）

の印刷」をクリック。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）公表用資料の印刷プレビュー表示 

当該情報を入力し、「クエリの実行」をクリックする。下部に結果が表示されるため、

その内容に間違いが無ければ右方の  をクリックする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Access画面 

クリック 

①必要情報の入力 ②クリック 

③誤りが無いか確認 
④クリック 
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（７）公表用資料の PDF表示 

別ページにて、県外出荷に係る結果公表資料の印刷プレビューが表示されるため、間違

いが無ければページ上部の「PDFまたは XPS」をクリックする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（８）公表用 PDF資料の保存 

保存場所を指定するよう指示されるため、以下のフォルダに保存する。 

フォルダ：肉畜→【肉用牛出荷支援 DB】→★★★★★出荷調整★★★★★ 

→県外出荷（当該年度）→■結果公表→00プレス（当該年度） 

→当該月→当該月日(公表日の日付にて作成) 

データ名：(公表年月日)県外と畜分の検査結果（公表） 

【例】2020年４月１日公表分の資料の場合→「200401県外と畜分の検査結果（公表）」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①間違いがないか確認 

②間違いがなければクリック！ 

当該月、当該月日のフォルダを作

成し、保存する！ 

公表用資料の保存場所 
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（９）公表用資料の印刷 

（８）による保存後、片面で出力する。 

 

（10）ダブルチェックの実施 

と畜場毎に「と畜日」及び「検査頭数」を記載したメモを作成し、検査機関から受 

けた検査結果の原本及び公表資料について、ラインの職員にダブルチェックを依頼す

る。 

※ 受けていた県外出荷計画表に記載されたと畜日と、実際のと畜日が異なること

があるため、メモを渡すことでダブルチェックの体制としている。 

  

（11）検査結果原本の保存 

公表終了後、検査機関から受けた検査結果の原本は、と畜場毎の「検査結果」の簿

冊にとじる。 
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県外出荷計画書作成に係る事務処理について 

 

 

１ 状況 

（１）概要 

別紙のとおり、当県から県外のと畜場へ牛を出荷しており、と畜場への牛の搬

入に先立ち、当課から各と畜場及び関係機関（管轄市町村や検査機関等）に「県

外出荷計画表」を送付している。 

福島県としては、県外出荷計画表の送付を以て、「県として確認した牛＝と畜 OK」

であることの証明としている。 

そのため、当課から県外出荷計画表の送付されていない（＝県として確認がさ

れていない）牛については、と畜場でのと畜ができないこととなり、各と畜場の

と畜作業が一時ストップしてしまう。 

（２）牛肉の放射性物質検査（以下、「検査」という。）方法 

   令和２年度４月以降、牛肉の検査方法については以下ア及びイのとおり。 

   なお、と畜場によっては、「同じ運搬車に１頭でも検査が必要な牛が含まれる

場合、作業の煩雑化防止のため、積まれた牛すべてを検査したい」と要望すると

畜場もあるため、判別に注意すること（山梨や仙台）。 

  ア 肥育牛：全戸検査（全農家、１年間に１頭以上の検査） 

        （肥育素牛の緊急と畜もこれに該当） 

  イ 廃用牛等：全頭検査 

 

２ 処理手続き 

（０）前提 

   出荷者は県外出荷がある場合、出荷の３営業日前を目安として福島県畜産課に

県外出荷計画表を送付する。 

出荷者から県外出荷計画表を受けた福島県畜産課は、以下（１）以降の処理を

実施し、県外の関係機関に県外出荷計画表を送付する。 

※ 病畜等の都合により、検査が必要な牛が含まれる当日出荷・と畜の県外出荷

計画表を当日に受けた場合については、出荷先のと畜場及び検査機関に対して、

検査が必要な牛が搬入される旨を電話で早急に伝達すること【別紙１参照】。 

 

 

 

 

マニュアル３ 
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（１）出荷計画表の受領 

メール及びファックス等で、各出荷団体より県外出荷計画表を受領する。 

※ メールにて受領した県外出荷計画表については、出荷団体ごとに以下のフォ

ルダへ保存する。 

フォルダ：畜産←必要なデータを先に移動→肉畜→【肉用牛出荷支援 DB】 

→★★★★★出荷調整★★★★★→県外出荷（該当年度） 

→99_受けた県外出荷計画表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

該当年度の 

フォルダを選択 

ココに保存！ 

受領した出荷計画表の保存場所 
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（２）生産者情報の記入 

受けた県外出荷計画表内に記載されている生産者の「最終検査日（Access の 

「管理メニュー」→「個人データ（全戸検査済確認書印刷(個別)）」の「全戸調査

日」）」及び「最新立入日（前述と同様箇所の「立入調査」の直近のもの）」を確認

し、受けた県外出荷計画表に記入しておく（後のダブルチェック時に確認するた

め）。 

※ この段階で、「(肥育牛のみ)最終検査日」がと畜予定日から起算した直近１ 

年以内に検査が行われていない場合、検査が必要となる。 

※ 「最終立入日」がと畜日から起算した直近１年以内でない場合、管轄農林等

に飼養状況確認調査（＝立入調査）の実施を依頼する。 

  ※ 震災以降に初出荷の場合等については、血液検査を実施の上、まず県内（福

島県食肉流通センター）に出荷し、検査を受ける必要があるため注意する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この２つを受領した出荷計画表へ記入！ 

Access画面 

ココを選択！ 

生産者情報の確認方法について 

 

福島太郎 
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（３）Excel県外出荷台帳への転記 

受けた県外出荷計画表の内容を、「Excel県外出荷台帳」へ転記する。 

なお、Excel 県外出荷台帳は各年度・月ごとにフォルダ分けしているため、各

フォルダ内に作成し、タイトルはその台帳を作成した日とする。 

（令和２年４月１日に台帳を作成した場合 

→【020401_出荷台帳入力フォーム【県外_Ver5】】） 

県外出荷台帳は、「これまでの出荷の通し番号（Excel 県外出荷台帳の「出荷

No.」）」及び「と畜場ごとの通し番号(Excel 県外出荷台帳の「と畜場別 No.」)」

の転記が必要であるため、Access の「県外出荷(と畜)」の「県外出荷台帳の入

力」からこれらを確認し、Excel県外出荷台帳へ転記する。 

と畜場ごとの通し番号については、Access でと畜場ごとにソートをかけ、始

まりの番号を確認する。 

※ 県外出荷台帳原本：肉畜→【肉用牛出荷支援 DB】→県外出荷台帳 

→(新様式(Ｒ1.10.23～))180000_出荷台帳入力フォー  

ム【県外_Ver5】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Excel 県外出

荷台帳の原本 

Access画面「県外出荷台帳の入力」 

これまでの 

通し番号 

と畜場ごとの 

通し番号 

Excel県外出荷台帳の原本の保存場所 

各通し番号の確認方法 
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「すべての通し番号」及び「と畜場ごとの通し番号」を確認したら、必要事項

を Excel県外出荷台帳へ転記する。 

   なお、この段階で転記する事項は Excel 県外出荷台帳の「出荷 No.」～「個体

識別番号」までで良い。 

   紫色に着色されたセルは自動入力であるため、打ち込みは不要。エラーが出た

場合は農家名や市町村名に誤りがあるため、確認をする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ここから 
ここまで！ 

～ 
該当年度の 

フォルダを 

選択 

該当月の 

フォルダに 

保存 

Excel出荷台帳画面 Excel出荷台帳画面 

Excel県外出荷台帳への転記 

Excel県外出荷台帳の保存場所 
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（４）出荷対象牛の履歴等の確認 

作成した Excel 県外出荷台帳から個体識別番号をコピーし、家畜改良センター

ホームページでの「牛の個体識別情報検索サービス」にペーストし、その牛の履

歴を確認し、受領した県外出荷計画表に直近の移動履歴を転記しておく。 

※ 当該生産者に移動してきて日が浅い（前飼養者へ立入調査が実施されていな

い場合）等については、飼い直しが不足しているため、出荷の引き延ばしを要

請する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コレをコピー 

改良センターHP 

ペースト 

Excel出荷台帳画面 

出荷対象牛の履歴等の確認方法 

福島太郎 
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   なお、県外出荷の可否は以下のより判断する（出荷予定者が適正な飼養状況で

ある場合に限る）。 

   ① 出荷予定者へ移動してきてから６ヶ月が経過していない場合 

    ・ 移動元が岩手県、宮城県、福島県、栃木県以外である場合は、県外出荷・

と畜を可能とする。 

    ・ 移動元が岩手県、宮城県、福島県、栃木県である場合は、前飼養者が適

正な飼養管理であることが確認されている場合に限り、県外出荷・と畜を

可能とする。 

    ・ 福島県内の成牛セリを経由している場合、出荷予定者へ移動してから３

ヶ月が経過していれば、県外出荷・と畜が可能とする。 

   ② 出荷予定者へ移動してきてから６ヶ月が経過している場合 

    ・ 出荷可能とする。 

 

 

この場合はこの履歴を転記する！ 
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（５）Access県外出荷台帳への転記 

牛の移動履歴の確認が完了後、Excel 県外出荷台帳の「出荷 No.」から「個体 

識別番号」までをコピーし、Accessの「県外出荷(と畜)」の「県外出荷台帳の入

力」の最左下「＊」を右クリックし、ペーストする。 

※ この際、エラー等でコピーができない場合、「これまでの出荷の通し番号

（Excel県外出荷台帳の「出荷 No.」）」等に誤りがあるおそれがあるため、再確

認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Access画面 

ココを右クリック、貼り付け！ 

Access画面 

Excel出荷台帳画面 

選択！ 

Accessの県外出荷台帳への貼り付け方法 

福

島

太

郎 

この範囲で選択！ 
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（６）Access出荷台帳への入力事項の入力及び出力 

Accessの「管理メニュー」→「県外出荷計画表の印刷」により、必要事項を記

載し、「クエリの実行」をクリック。 

同ページ下部に当該情報が出力されるため、誤りが無ければ同ページの「Excel

出力」をクリック。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Access画面 

必要事項入力後、「クエ

リの実行」をクリック 

表示された情報に誤りが無いか確認し、問

題が無ければ「Excel出力」をクリック 

選択！ 

出荷計画表印刷に向けた必要事項の入力、出力方法 

生産者名 

担当者名 
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（７）検査の「要」「不要」の判断 

新しい県外出荷計画表には、「検査の要・不要」の欄が設定されている。 

１の（２）の記載のとおり、牛の種類ごとに検査実施の有無が異なるため、以

下の場合により検査の要・不要欄に記載する。 

★「不要」の場合：当該牛が当初より肥育牛として飼養されてきた牛であり、そ

の飼養農家が飼養する肥育牛がと畜日から起算して１年以内に

検査がなされている場合（経産肥育牛は含まない。当所より肥

育目的に飼われた牛のみ） 

★「要」の場合：「不要」の場合以外の場合、または肥育牛かどうかの判別が困難 

な場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新しい出荷計画表 

この箇所に検査の

「要」「不要」を記載 

対象牛の検査が必要である場

合、「抽出検査日(肥育牛のみ)」

の欄は「-」とする。 

抽出検査日、検査の要・不要の記載場所 
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（８）県外出荷計画表の保存 

新しい県外出荷計画表への入力が完了後、以下のフォルダに保存する。 

この際、各と畜場、月、県外出荷計画表作成日ごとにフォルダを作成し、保存

する。 

★ 保存場所：肉畜→【肉用牛出荷支援 DB】→★★★★★出荷調整★★★★★ 

→県外出荷（当該年度） 

→該当と畜場の各フォルダ 

→当該月のフォルダ →当該日のフォルダ 

※ 県外出荷計画表のタイトルは、 

「【福島→(出荷先と畜場)】(牛の搬入日)(出荷団体名)((生産者名)）」と 

する。 

※ 出荷先が東京食肉市場㈱(芝浦)で、搬入日が令和２年４月１日、出荷先出

荷団体「全農福島県本部」、生産者「佐藤邦明」で作成した場合 

→ 【福島→芝浦】0401全農福島県本部(佐藤邦明） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

該当年度の 

フォルダを選択 

当該と畜場を選択 

県外出荷計画表の保存場所 
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（９）ダブルチェックの実施 

県外出荷計画表を印刷し、転記内容について肉畜担当でダブルチェックを実施

する。 

ダブルチェック時に留意することは、以下のとおり。 

★ 「最新立入調査日が適切か」 

→ そもそも県外出荷が可能な生産者か。 

★ 「検査の要不要は適切か」 

→ 当該牛の生年月日や履歴から判断できるものか。 

     曖昧なものは生産者等に直接確認をしているか。 

★ 「個体識別番号は間違い無いか」 

→ 誤って別の牛がと畜されることとならないか。     等                        

ダブルチェック時に漏れが発生すると、「本当は検査が必要な牛なのに検査が実

施されなかった」、「本当は異なる牛がと畜されていた」等、様々な問題が発生し

うることから、厳密に実施すること。 

 

 

（10）出荷計画表の送付 

各と畜場ごとに出荷計画表を送付する。なお、その送付方法は送付先により異

なる（メール及びファックス）ため、別紙を参照し、送付する。 

ファックス送り状については、以下のフォルダに保存されている。 

フォルダ：肉畜→【肉用牛出荷支援 DB】→★★★★★出荷調整★★★★★ 

→県外出荷（当該年度）→各と畜場ごとのフォルダ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ファックス送信票 

ファックス送り状の保存場所 



 13 / 13 

 

（11）県外出荷計画表の簿冊への保存 

印刷及び送信済みの県外出荷計画表は、各簿冊（タイトル「県外出荷計画」）

に保存する。 


